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国税庁においては、新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難な納税者

の方に対し、納税の猶予等の納税緩和措置を適切に適用していく方針としております。 

 今般、令和２年４月 30日に施行された「納税の猶予制度の特例」（特例猶予）につ

いて、令和３年１月 29日（金）まで（注）に猶予申請を許可した件数及び税額を取り

まとめましたので、以下のとおりお知らせします。 

（注）特例猶予の申請期限は、令和３年２月１日（月）までであり、今回の適用状況は最終分で

はありません。 

 

〇 特例猶予の適用状況（令和２年４月 30日から令和３年１月 29日適用分） 

 
適用状況 

件数 税額 

令和２年４月～ 

令和３年１月分 
２９９，５００件 １，３８６，２９５百万円 

  （注）既存の猶予制度の適用件数・税額は含まれていない。 

      

（参 考） 

    平成 30事務年度における猶予制度の適用状況（既存制度のうち申請によるもの。） 

   件 数 税 額 

既存の猶予制度 ４１，８７１件 ６９，４８７百万円 

（注）１ 平成 30事務年度は平成 30年７月１日から令和元年６月末までである。 

  ２ 職権による換価の猶予は除く。 

「納税の猶予制度の特例」の適用状況（令和２年４月～令和３年１月分） 



 

（参考１）税目別の特例猶予の適用税額 

（令和２年４月 30日から令和３年１月 29日適用分） 

 

 

適用税額 

全税目 
（100.0%） 

１，３８６，２９５百万円 

 

所得税 
（7.7%） 

１０７，３０３百万円 

 

内 源泉所得税 
（5.5%） 

７６，２３４百万円 

内 申告所得税 
（2.2%） 

３１，０７０百万円 

法人税 
（30.3%） 

４２０，３４９百万円 

消費税及び地方消費税 
（58.6%） 

８１２，３４０百万円 

その他税目 
（3.3%） 

４６，３０３百万円 

 

（注）１ 括弧内の数値は、全税目に占める構成比を表す。 

   ２ 各々の計数において、百万円未満を四捨五入していることから、合計とは一致 

しない場合がある。 

 

 



 

（参考２）税目別の特例猶予の適用件数 

（令和２年４月 30日から令和３年１月 29日適用分） 

 

 

適用件数 

全税目 
（100.0%） 

４２２，６７４件 

 

所得税 
（31.0%） 

１３０，９２５件 

 

内 源泉所得税 
（17.2%） 

７２，７２６件 

内 申告所得税 
（13.8%） 

５８，１９９件 

法人税 
（6.4%） 

２７，０２８件 

消費税及び地方消費税 
（56.8%） 

２４０，２５８件 

その他税目 
（5.8%） 

２４，４６３件 

 

（注）１ 括弧内の数値は、全税目に占める構成比を表す。 

   ２ 特例猶予の適用件数１件に複数の税目が含まれる場合があるため、全税目の適用

件数は「特例猶予の適用状況」の件数と一致しない。 

 


